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我
邦
に
清
流
飲
料
税
が
ゐ
h
¥
其
は
外
国
に
例
の
な
い
も
の
で
は
な
い
け
れ
H

と
も
、
兎
角
、
人
の
注
意
を
引
か

す
、
又
ゐ
ま
b
じ
反
謝

ω読
も
聞
か
す
、
殆
ん
ど
会
〈
看
過

Z
れ
て
居
る
o

其
は
一
方
か
ら
い
ふ
己
融
制
ひ
易
い
税

で
あ

h
.
特
に
酒
類
の
諸
説
が
高
く
な
る
芭
き
仁
、

之
が
代
用
品
た
る
清
・
派
飲
料
の
課
税
古
い
ふ
こ
吉
弘
代
芸
Z

の
均
衡
上
・
時
間
然
山

J

や
-
フ
仁
も
昆
ゆ
る
。
併
し
又
、
其
が
保
舵
材
料
の
謀
税
ご
い
ふ
鈷
か
ら
見
，
Q
Z
仰
に
不
都
合

な
税
の
ゃ
う
で
も
め
れ
九
特
に
他
方
.
資
品
開
印
紙
税
を
廃
止
し
た
の

Z
は
矛
盾
す
る
や
う
で
ゐ
る
。
英
に
も
拘
ら

十
之
に
苦
情
の
起
ら
旧
制
の
は
.

つ
ま

h
其
税
率
が
低
い
己
い
ふ
こ
ご
か
ら
生
じ
て
居
る
の
.
た
が
、
恰
か
も
禁
れ
に

か
も
し
て
其
牧
入
も
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
此
が
無
〈
て
は
財
政
が
立
行
か
す
Z

V
ふ
ほ
ど
の
も
の
で
も
な

ぃ
。
彼
是
れ
反
謝
の
立
場
か
ら
も
凱
ら
れ
得
る
も
の
で
、
興
味
深
き
枕
租
に
局
す
る
。
而
か
も
共
が
末

r事
関
上

仁
問
題
ご
吉
れ

τ居
ら
凶
の
で
ゐ
る
か
ら
、
蕊
に
之
を
考
宛
す
る
の
も
、
無
意
義
で
な
い
や
う
に
思
ふ
の
で
、
敢

て
之
を
取
扱
っ
て
見
る
。

第
一
段

清
涼
飲
料
税
の
本
質
及
長
短

一
設
建
|
|
清
涼
飲
料
の
本
質
を
説
く
前
に
少
し
(
之
が
畿
迭
の
由
来
を
一
瞥
し
ゃ
う
。
我
邦
に
て
は
貨
に
大
正



十
五
年
四
月
以
降
質
施
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
北
(
は
酒
造
枕
し
て
清
摘
的
税
率
が
一
石
三
十
三
副
か
ら
四
十
回
に
引

上
げ
ら
れ
、
之
に
準
じ
て
姿
酒
税
.
酒
精
及
油
精
合
有
飲
料
税
も
引
上
げ
ら
れ
た
の
正
の
均
衡
か
ら
起
さ
れ
た
の

で
ゐ
る
。
併
L
外
闘
で
は
多
〈
は
世
界
戦
守
に
関
聯
L
て
其
戦
費
に
伶
ふ
財
政
維
を
救
ふ
が
縛
め
に
起
呂
れ
た
の

で
ゐ
っ
た
(
註
乙
。
か
〈
て
英
、
備
に

τは
一
九
一
六
年
。
米
、
濁
に
て
は
一
九
一
八
年
。
調
的
壊
、
チ

Z

ツ
コ
ス

ロ
・
ワ
キ
ア
に
て
は
一
九
一
九
年
に
此
が
出
来
。
司
令
し
て
特
に
チ
-
一

ツ
コ
ス
ロ
ザ
キ
ア
に
て
は
全
き
飲
料
枕
の
鰭
系

中

ω
一
節
ピ
し
て
規
定
ゼ
ら
れ
柁
。
そ
れ
か
ら
此
に
は
其
後
財
狐
上
の
必
要
り
減
少
し
た
よ
己
も
あ
h
、
品
現
ね
T

比
戸
枕
質
に
謝
す
る
異
論
h
ゐ
っ
て
、
米
闘
は
併
に
一
九
二
一
年
l
(
尤
も
一
部
が
四
四
円
ノ
て
応
品
、
其
事
以
後
段
を

見
れ
ば
判
る
)
、
犯
過
は
一
九
ニ
三
年
に
何
れ
も
厳
止
し
た
の
で
め
る
。
我
邦
の
共
は
此
二
大
国
が
廠
止
し
た
る

後
を
承
げ
て
、
西
暦
か
ら
い
ふ
ご
一
九
二
六
年
に
之
を
新
し
〈
興
し
た
の
で
ゐ
る
。

尤
も
硝
泊
に
て
は
世
井
大
戦
以
前
に
一
九

O
八
年
に
、
葡
仰
泊
枕
法
案
、
訂
践
に
際
し
て
、
荷
時
飲
料
殺
の
徴
抽
出
蛇
由
来
さ
札
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
前
者
自
臨
来
と
共
に
、
後
者
も
亦
陛
案
と
な
っ
た
と
い
ふ
ζ

左
官
。

(
註
-
)

二
税
質

1
1此
税
が

A
消
費
税
た
る
こ

E
lー
は
い
ふ
を
待
た
宇
ご
思
ふ
が
、
併
し
米
国
の
や
う
に
、
之
を
取
引
税
芭

L
て
観
す
る

ご
き
に
は
、
見
様
に
よ
り

t
は
一
の
交
通
税
ご
も
い
は
れ
得
る
。

川
不
要
品
税
花
る
こ

z
l
iそ
れ
か
ら
其
の
消
袋
税
中
に

τも
、
其
課
税
の
物
件
の
性
質
に
考
へ
、
共
の
人
の

論
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策

強

慾
望
に
謝
す
る
地
位
叉
は
闘
係
hr
ら
見
て
、
者
修
Z
必
要
己
の
中
岡
税
(
計
二
)
又
は
不
要
ロ
山
税
註
=
↑
)
ぜ
い
ふ
べ

き
も

ωに
属
す
る
。

(
位
-
一
)

ヲ
ス
カ
位
、
消
費
税
を
租
融
拘
惜
の
人
の
慾
望
に
謝
す
る
地
位
に
よ
り
て
、
一
且
捷
に

ι要
な
る
生
活
帝
-
良
心
ー
の
枯
と
、
切
に

ι延
に
は

非
れ
ど
も
一
般
的
な
る
岳
山
時
誕
の
上
り
耐
と
、
全
，
、
不
現
な
る
者
修
樟
裏
山
上
の
誼
と
の
一
一
一
に
分
ち
、
比
削
時
飲
料
粧
を
砂
粧
枯
と
井
に
飢
二
り

も
の
に
入
れ
ま
。

ツ
シ
ン
ス
キ
ー
は
、
泊
費
酷
を
、
生
活
必
要
に
崩
す
る
消
究
品
自
消
究
脆
と
，
生
日
不
要
に
属
す
る
消
費
品
山
消
費
視
と
に
分
ち
此
翫

E
後
者
に
入
れ
て
居
る
“

(
匙
亘
)

三
長
短
|
|
此
税
に
は
長
所
も
ゐ
れ
ば
短
所
も
あ
っ
て
、

の
芯
も

Vο
難
い
も
の
が
ゐ
る
。

A
其
長
所

い
財
政
牧
入
上
ー
l
此
枕
の
最
主
要
な
る
理
由
は
EW
貝
に
財
政
牧
入
上
に
存
す
る
の
で
ゐ
っ
て
(
吐
息
、
ー
共
は

一
般
的
に
之
を
見

τも
古
う
で
あ
h
・
そ
し
て
特
別
な
る
場
合
に
於
り
る
時
の
必
要
か
ら
一
一
層
、
此
が
重
き
を
成

一
概
に
之
を
良
き
も
の
ご
も
V
ひ
粂
必
れ
ば
、
岡
高
い
も

す
こ
ご
も
ゐ
る
。
前
者
か
ら
い
ふ

t
更
に

a
直
接
に
も
此
枕
が
一
の
牧
入
源
ご
な

h
詮
五
)
、
財
政
仁
一
の
方
便
を

供
す
る
の
放
川
棋
を
有
つ
が
、

b
間
接
に
も
比
物
腰
が
酒
類
の
代
用
品
化
る
に
け
仁
於

τ、
比
が
枕
が
酒
類
諸
税
の

牧
入
世
保
全
し
、
品
山
枕
が
な
か
っ
た
ご
す
る
な
ら
ば
、
比
物
に
向
ひ
た
る
ぺ
き
消
費
を
抑
制
し
て
、
酒
額
の
枕
牧

入
の
減
少
を
防
止
す
る
の
働
を
も
錯
し
得
る
富
山
ハ
)
。
そ
し

τ右
直
接
関
接
の
二
の
作
用
の
中
に
て
は
、
牧
入
t
L
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て
は
恐
ら
く
は
直
接
の
よ

b
も
間
接
の
方
が
一
局
有
力
で
ゐ
り
重
大
で
ゐ
品
。
恐
ら
〈
此
枕
の
存
立
の
最
主
眼
正

な
る
の
は
、
此
関
越
の
政
入
減
少
防
止
作
用
に
存
す
る
。
そ
し

τ叉
此
枕
の
牧
入
上
の
利
袋
は
ヨ
特
に
一
定

ω
場

合
に
於
り
る
時
の
必
要
品
川
ら

L
て
一
居
切
要
Z
な
る
ご
い
ふ
こ
ど
も
あ
る
。
北
(
は

a
第
一
仁
は
、
戦
時
の
如
、
さ
牧

入
の
必
要
の
切
迫
し
た
己
き
仁
は
此
が
一
暦
切
要
で
あ
る
さ

ν
そ
』
苫
で
ゐ
っ
て
(
詰
之
、
叉
宵
に
世
界
戦
争
に
際

L
て
の
諸
凶
の
賞
際
が
之
e
T
質
経
し
た
o

更
に
b
此
が
代
用

ω倒
き
を
成
す
本
H
m
h
じ
る
酒
類
の
税
が
叫
怖
い
場
合
に

は
別
に
此
税
を
設
り
な
(
τ

は
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
事
も
な
い
川
の
F
あ
る
が
、
此
酒
税
が
高
率
ピ
針
。

ιド
件
ふ
T
H』、

放
っ
て
託
〈
ピ
、
消
抗
日
炉
清
流
飲
料
仁
刷
ふ
可
能
M
H
が
多
(
、
潟
め
に
酒
税
牧
入
ef
佼
L
、
北
(
高
枕
叉
は
某
税
率

の
引
上
を
し
て
無
殺
た
ら

L
む
る

ω恐
が
め
る
(
誌
と
。
で
此
酒
税
牧
入
を
擁
護
す
る
た
め
に
は
、
牧
入
政
策
上
、

此
税
の
新
設
又
は
阪
に
存
在
し
て
居
る
な
れ
ば

之
が
引
上
を
避
〈
べ
か
ら

5
ら
仁
め
る
こ
ご
に
な
る

U

{
註
四
)

2
 

2

シ
ヲ
!
ド
は
、
此
に
は
財
政
々
鍛
ょ
の
町
山
針
決
定
を
奥
'
t

と
い
ふ
い

(
駐
車

昭
和
四
年
度
に
我
閣
内
此
枕
牝
入
は
附
百
高
八
千
一
二
回
八
十
ニ
闘
で
あ
る
。
あ
ま
り
大

f
仕
な
い
が
、

一
山
肱
入
抑
制
亡
は
あ
る
。

(
位
大
)

Z
I
〈
ル
ヒ
は
、
鏑
水
及
人
誌
決
酸
車
内
拾
が
引
々
に
し
て
泊
柑
飲
料
枕
牧
人
を
害
し
な
い
目
的
に
て
現
は
る
る
と
鎚

L
、
ス
ト
ル
y
ツ

も
、
知
的
捕
飲
料
山
首
携
が
、
川
政
上

ω
考
盛

ω
井
、
磁
水
り
モ
ナ

1
.子
瞳
目
指
加
す
る
普
及
並
に
之
が
結
晶
剤
耐
飲
料
品
に
器
出
に
掛
ら
さ
る

る
拍
闘
争
に
よ
り
て
緋
越
せ
ら
る
と
綜

L
、
ヶ
ッ
，
へ
も
、
人
工
的
鋭
水
及
佳
品
端
的
に
充
た
さ
れ
た
る
天
然
縦
水
及
人
匙
飲
料
(
リ
モ
ヅ

I
デ
羊

)
A共

。

原
料
白
描
は
、
泊
叫
飲
料
の
枕
を
補
充
す
る
。
そ
し
て
其
は
唯
だ
財
政

A
筑
上
山
開
山
か
ら
で
あ
る
と
い

M
て
出
る
。
そ
し

τ如
何
な
る
程
度
に

影
響
を
有
う
か
は
列
。
酷
い
が
、
我
闘
に
て
拙
翻
の
砲
が
昭
和
凶
年
度
に
三
位
三
千
四
百
高
聞
に
も
上
る
と
き
に
、
前
か

υ
し
て
代
別
品
に
向
ふ

繭

叢

第
二
十
九
巻

E 

古

市
原
飲
料
軸
諭

停

骨量
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檎

強

~ ，、

前
頃
枇
料
結
論

第
一
一
寸
力
也

プ〈

第

蝶

日
山
川
仙
品
に
加
枇
杭
入
に
生
子
ペ
也
管
損
先
は
可
な
明
大
な
額
て
あ
う
て
.
刊
川
ぽ
飲
料
曲
山
岡
枕
肱
入
減
少
肋
止
山
放
呆
は
消
叫
批
判
砧
山
U

臨
接
取
入

よ
り
も
大
な
も
山
り
と
位
制
せ
ら
る
る
。

プ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
時
時
財
政
的
立
脚
貼
か

b
、
戦
時
中
に
於
け
る
比
枇
の
徴
収
に
は
拍
ん

E
区
制
さ
る
べ
き
も
山
て
な

v
iと
焔
L
、
♂
品

(
駐
七
)

ン
セ
ン
も
、
時
時
中
山
牧
入
柑
加

ω
品
喪
が
、
-
非
川
崎
飲
林
山
内
閣
枇
山
賦
献
に
ヰ
き
、
そ
し
て
此
非
常
事
留
の
時
に
は
、
か

ifω
枇
が
説
も
な

(
締
結
せ
、
b
札、

E
つ
愛
圏
内
柏
車
の
下
に
、
良

t
行
は
る
べ
き
て
あ
る
と
泊

L
、
Z

1

4

ル
ヒ
口
、
附
加
す
る
凶
裂
の
限
泊
の
下
に
此
村
山
砧

が
引
は
れ
た
企
潟
L
、
ベ
ラ
ア
エ
ル
ダ
λ

も
、
世
界
職
事
が
貨
に
訟
枇
批
判
村
山
純
問
を
州
制
限
し
た
止
い
ふ
て
肘
る
d

プ
ロ
イ
ヤ

l
は
、
特
に
盛
酒
比
甜
硝
酒
山
一
品
き
謀
枯
に
於
て
、
多
{
の
前
北
高
が
非
泊
摘
依
朴
に
向
F
.
潟
地
に
凡
べ
て
の
一
泊
嫡
依
料
砥

収
入
を
慣
害
す
る
こ
と
を
認
め
な
〈
て
は
な
ら
由
と
錯
し
、
別
白
血
に
て
は
、
火
酒
高
官
泊
端
的
泊
及
シ
ャ
ン
バ
ン
山
並
き
臨
時
に
峠
て
、
山
古
書
畑
山

酒
消
白
飲
料
が
特
に
費
問
、
と
此
迄
よ
り
も
一
居
事
〈
競
争
に
泊
む
べ
き
と
と
い
か
鵠
兄
せ
ら
れ
た
。
随
づ
て
高
松
山
刑
判
依
料
か
ら
批
詫
無
枯
て
あ

っ
た
鋤
水
へ
り
移
特
に
よ
り
て
大
町
租
柑
損
失
が
捌
刊
せ
ら
れ
.
之
に
臨
ず
る
斜
め
に
一
九
一
八
年
に
無
制
帰
依
料
に
も
相
川
山
脇
枕
を
す
る
こ

と
に
決
心
し
た
の
だ
と
説
い
て
居
り
、
コ
シ
ラ
ー
ド
も
、
究
職
幽
且
同
情
闘
に
於
げ
る
臨
時

ω非
常
に
抑
川
し
た
川
政
需
製
山
綿
め
に
賀
行
さ
れ

た
草
量
刑
柏
飲
料
白
謀
枕
が
、
他
。
飲
明
、
特
に
破
水
、
-
ナ

l
F
、
u
A
其
他

ω抽
出
依
料
自
如
〈
、
沼
崎

um料
と
盆
々
布

u殺
に
競
す
す
る
飲

料

ω
課
粧
を
必
要
た
ら
し
め
た
と
い
p

針。

ろ
R

公
平
課
税
上
|
|
此
清
涼
飲
料
の
消
費
正
い
ふ
こ
己
は
何
程
か
、
消
費
者
に
於
り
る
給
付
能
力
的
存
在
を

意
味
す
る
。
家
庭
に
於

τも
、
そ
し

τ特
に
飲
食
山
泊
料
理
屈
宿
屋
家
曾
な
ど
に
於
て
・
人
が
清
涼
飲
料
を
用
ゐ
る

(
註
八
)

古
い
ふ
こ
正
は
.
之
を
用
ふ
る
人
に
於
て
特
別
な
る
給
付
能
カ
の
存
在
を
意
味
す
る
o

彼
が
節
約
主
義
を
貫
〈
な

ら
ば
、
恐
ら
(
清
流
飲
料
を
用
ふ
る
に
及
ば
十
、

た
い
天
然
水
を
附
ふ
る
に

τ足
る
。
精
々
番
茶
で
も
足
る
の
で

あ
る
o

然
る
に
某
を
敢
て
せ
す
し

τ.
特
仁
多
少
高
い
代
舗
を
梯
っ
て
清
流
飲
料
を
用
ゐ
た
ニ

Z
L
よ

h
て
給
付
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強
力
を
推
定
す
る
の
は
決
し
て
不
嘗
で
は
な
い
詑
九
)
O

た

v
英
中
に
つ
い
て
も
、
天
然
鏑
水
を
用
ふ
る
場
合
の
如

告
に
は
、
会
〈
之
を
一
の
薬
品
正
し
て
用
ゐ
る
こ
ピ
が
ゐ
る
。
卸
も
巳
む
を
得
す
し
て
之
を
周
ゐ

τ居
ム
リ
、
共
を

直
も
に
税
金
権
ふ
ぺ
き
給
付
能
力

ω存
在
ご
せ
ら
れ
て
は
気
の
毒
の
ゃ
う
で
も
あ
る
が
、
併
し
其
場
合
に
之
を
一

の
薬
品
正
し
た
ご
し

τも
、
其
は
恐
ら
〈
は
主
た
る
薬
品
が
別
に
あ
っ
て
、
共
上
に
も
之
を
用
ゐ
る
さ
い
ふ
こ
ご

が
多
(
・
此
の
如
き
は
桶
貧
者
に
は
到
底
出
家
同
こ
正
で
ゐ

h
、
之
を
用
ゐ
る
ほ
ど
の
者
は
矢
張
h
、
給
付
能
力

の
相
嘗
に
大
い
も

ω
r
z、
大
岨
阻
に
於

τい
ふ
て
澄
支
な
〈
、
時
間
っ
て
之
に
特
段
な
る
課
税
も
許
さ
る
べ
き
唱
}
古

ご
な
る
o

悶
4
・bJ
北
が
同
県
に
各
消
技
者
の
人
的
給
付
能
力
に
公
平
日
も
の
ピ
は
い
へ
ぬ
め
で
あ
る
り
れ
い
と
も
、
其

は
一
般
に
抽
出
袋
枕
に
共
通

ω
こ
E
で
あ
っ
て
、

一
般
に
消
袋
枕
的
許
古
る
る
以
上
・
忍
び
得
べ
き
も
の
に
属
す

る
。
比
が
端
正
な
る
こ
ご
は
ゐ
っ
て
も
富
者
、
又
は
少
(
ご
も
多
少
俄
搭
あ
る
人
の
拙
躍
で
ゐ
っ
て
、
貧
乏
人
内
楽

E
は
な
ら
な
い
o

だ
か
ら
し
て
一
般
民
衆
の
楽
に
課
し
た
単
な
る
資
臨
調
印
紙
税
な
ど
に
比
し
て
以
、
沼
地
か
に
忍
び

得
る
消
提
枕
己
い
ふ
を
得
る
。

ス
ト
ル
ツ
ソ
は
、
非
副
柿
依
料
と
い
へ

E
も
、
綿
済
的
自
弱
者
は
之
が
泊
提
E
断
念
す
る
も
の
で
あ
ワ
て
、
仲
叫
が
之
を
局
し
得
る
者
に
於

て
、
諜
枯
ぜ
ら
る
ふ
他
力
の
あ
る
消
費
に
闘
す
と
い
ふ

Q

(
控
九
)

は
H

官
盆
上
特
に
殺
育
政
策
上
1

1
脊
修
が
道
義
上
経
済
上
枇
曾
上
不
利
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
匡
正
吉
る
べ

き
も
り
だ
ご
し
て
、
清

h

派
飲
料
の
消
費
に
幾
分
hr
脅
修
の
意
義
ゐ

h
Z
す
る
に
於
て
、
共
れ
だ
り
に
て
は
比
が
課

論

議

第
二
十
九
谷

"-J、

七

鋳

掛

比
例
碕
飲
料
枇
諭
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論

議

F、

第
二
十
九
巻

一
大
問

摘
蹄
飲
料
枇
論

第

蹴

裁
が
、
之
仁
つ
い

τの
反
省
を
促
す
ご
い
ふ
数
回
京
が
あ
る
E
い
ふ
こ
正
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
(
匙
一
O
)
。

(位

-
O
)

ジ
エ
ン
セ
シ
は
、
無
刑
柿
飲
料
と
い
ふ
品
物
が
一
部
省
修
品
て
あ
り
、
そ
し
て
之
が
市
費
目
的
減
が
削
る
大
む
損
害
で
は
な
い
で
あ

b

わ

う
と
い
↓
。

B
短
所

)

)

 

い
保
傑
政
策
上
|
|
1
此
枕
が
前
じ
い
w

ふ
ゃ
う
仁
、

(

(

 

す
且
つ
某
自
身
の
収
入
も
が
-
の
財
源
Z
な
h
得
亡
財
政
牧
入
上
有
利
だ
声
こ
し
て
も
・

仮
令
、

酒
枕
般
入
L
a
仰
開
設
す
る
が
縛
め
に
抑
止
〈
べ
か
ら

此
物
館
u
f緬
ご
い

L
有
害

物
の
代
則
品
百
し
て
、
む
し
み
保
健
上
有
盆
品
で
め
る
ご
い
ふ
に
於
て
、
酒
枕

ω高
き
斜
め
に
、
其
消
設
が
減
じ

て
、
此
清
流
飲
料
の
消
費
を
増
加
す
る
ご
い
ふ
ニ
正
は
、

保
健
上
む

Lλ
喜
ぶ
べ
き
も
の
ご
し
て
放
置
し
て
良
い

(
位
二
コ
別
に
財
政
牧
入
上
に
失
ふ
腕
は
あ
っ
て
も
、
闘
民
会
値
に
取
h
て
は
保
似
に
よ
b
て
共
他
風
数
上
更
に

は
経
済
上
な
ど
に
ま
で
も
裁
は
無
形
的
に
或
は
有
形
間
接
的
に
生
宇
る
利
盆
に
比
し
て
は
い
ふ
に
足
ら
ぬ
も
の
正

し
て
良
い
o

財
政
牧
入
上
の
損
失
が
重
大
口
ご
し
、
之
の
み
か
ら
見
て
も
・
成
税
・
直
接
仁
は
此
が
不
課
税
に
よ

b
て
財
政
枚
入
を
失
ふ
ゃ
う
で
は
あ
る
が
、
間
銭
的
こ
ご
を
計
算
す
る

r.
闘
民
保
他
り
増
加
に
よ
ち
て
経
済
カ

の
増
加
を
も
促
し
‘
其
結
果
ご
し
て
財
政
牧
入
の
自
然
増
牧
が
大
(
な
る
こ
ご
に
よ
h
J
1
優
仁
川
叫
令
せ
が
出
来
る

か
も
知
れ
な
い
γ

。
斯
〈
の
如
〈
に

L
て
清
涼
飲
料
が
、
保
川
叫
上
有
害
な
る
酒
の
代
用
ご
な
る
こ
ど
仁
よ
h
て
有
利

で
あ

hτ
、
防
ふ

τ之
が
課
税

ω臨
路
き
る
ぺ
b
d
b

由
を
有
つ
所
で
あ
る
が
、

2
新
〈
清
涼
飲
料
が
酒
ピ
の
掛
主
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上

、

有

盆

な

も

の

ご

せ

ら

る

る

の

み

で

な

(

、

之

ピ

の

関

係

を

別

ピ

L
て
考
へ

τも
り

特

に

往

な

に

し

t
、

彪

に

よ
h
、

天

然

水

の

飲

用

が

保

健

上

危

険

で

あ

る

が

斜

め

の

故

に

清

流

飲

料

の

使

用

の

有

盆

必

要

な

こ

Z
3
へ
も
あ

っ

て

宗

一

二

)

、

此

が

課

税

が

不

要

日

開

課

税

で

な

〈

し

て

必

要

品

課

税

ど

な

る

ご

い

ふ

こ

〆

が

あ

る

し

、

叫

特

に

叉

一

の

楽

ご

し

て

或

械

の

病

気

を

降

す

る

油
田
涼
飲
料
が
斯
〈
の
如
〈
他
日
開
ご
の
相
掛
的
の
み
で
な
〈
、

業
れ
自
身
、

の
働
き
が
ゐ
る
(
詰
一
一
エ
)
。
此

ω如
き

ω周
に

供

せ

ら

る

る

に

け

で

は

、

之

が

誠

枕

は

保

仰

上

不

都

合

な

り

正

し

な

り
れ
ば
な
ら
な
い
。

、主

--d

'
E
 .
.
 、
ヶ
ッ
.
へ
は
、
此
制
の
飲
料

μ
其
草
加
却
の
無
害
且
う
も

L
ろ
佐
成
品
妙
心
性
質
の
均
的
に
、
識
に
此
が
削
梢
専
酬
間
同
代
用
と
な
っ
て
共
れ

だ
け
に
て
之
に
反
却
し
で
働
(
こ
と
訟
な
る
泊
め
に
、
本
高
見
枕
す
べ
き
も
の
だ
と
幼
し
、
ヨ
ン
ヲ

1
ド
一
桂
、
蹴
本
都
は
兜
枇
さ
る
べ
き
も
の
て

あ
る
。
此
副
本
来
、
酒
柑
飲
料
山
代
用
と
し
て
由
来
る
だ
け
安

c生
衆
り
手
に
人
ら
し
め
ら
る
べ
き
も
の
だ
か

ι。
と
伺
し
、
R
別
心
血
に

τ、

沼
紛
飲
料
内
市
品
質
山
相
刊
な
る
減
ゆ
へ
の
柑
止
上
止
倫
叩
上
布
刺
た
る
鰐
韓
が
、
秘
曲
的
に
此
砧
白
臨
止
を
阻
む
と
斜
し
、
ス
ト
ル
ツ
ツ
は
、
接

沼
及
拘
引
泊
、
特
に
先
抽
白
課
枯
に
眠
り
て
、
酒
精
草
捕
の
制
限
り
嗣
叫
楽
罰
が
行
は
る
る
と
き
に
、
耐
水
輸
に
よ
る
純
一
泊
柑
飲
料
の
負
強
は
此
と

調
和
し
な
い
と
鈍
し
、
エ

1
4
ル
ヒ
は
、
従
端
、
闘
民
術
止
の
川
出
品
ら
し
て
繍
水
課
税
が
行
は
れ
な
か
っ
た
り
だ
と
組
し
、
フ
ロ
イ
ャ
ー
は
、

特
に
天
然
縦
品
加
一
向
き
抑
拘
置
が
圃
民
保
健
心
剥
徒
に
於
て
唯
だ
奨
計
べ
き
も
の
官
。
そ
し
て
此
が
沼
拙
の
慌
川
的
の
仙
川
圭
防
「
竹
川
良
心
方
法
白

一
だ
と
い
ふ
た
。

{註
E

ニ
)
ス
ト
ル
ツ
ツ
は
、
鎖
本
比
人
詑
飲
料
の
享
叫
討
が
健
販
の
上
に
損
昔
す
る
と
と
な
「
し
て
、
組
例
心
水
に
よ
り
て
代
ら
れ
得
る
と
い
ふ
乙

去
、
随
ふ
て
錨
水

A
人
並
飲
料
の
亭
雌
却
が
不
要
な
る
者
静
的
消
賓
と
し
て
胡
は
る
る
と
と
は
快
し
て
何
薩
に
も
借
る
の
で
は
な
い
。
事
〈
の
場
盛

田

に
て
は
水
白
事
怖
が
不
良
で
あ
っ
て
、
出
車
る
だ
け
水
山
芋
蝉
の
制
剛
が
醐
止
上
製
玄
し
き
こ
止
だ
と
い
ふ
ω

(駐

=ε

円

ス
卜
ル
ク
ツ
は
、
特
に
臨
川
と
し
て
依
宣
る
る
を
怖
と
す
る
鋤
水
に
暗
を
諒
す
る
と
い
ふ
ζ

と
は
排
謹
L
得

t
v
と
い
ふ
て
居
る
叫

蹟

叢

ブL

結
昨
秋
料
枇
能

第
二
十
丸
谷

大

五

第

鋭
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車

第
二
十
九
谷

第

棋

O 

"-r、
"-〆、

前
晴
依
料
積
諭

論
ろ
風
放
上
ー
ー
に
は
酒
Z
の
閥
係
上
有
盆
な
る
も
の
が
あ
る
。
郎
ち
酒
類
が
保
健
上
有
害
な
の
み
で
な
〈

て
、
風
致
上
に
も
有
害
な
る
も
の
で
あ
る
。
之
を
自
由
に
消
費
せ
し
む
る

ω
は
、
悶
民
の
気
風
h
f
堅
貨
に
す
る
所

以

ωも
の
で
な
い
。
酒
は
人
を
艦
務
な
ら
し
め
、
狂
暴
な
ら
し
品
、
怠
慢
な
ら
し
め
、
組
大
な
ら
し
め
、
そ
し
て

人
に
泉
州
削
除
ぞ
失
は
し
め
る
υ

枇
品
開
上
の
論
的
非
山
古
の
根
・
悦
ご
も
な
る
o

特
に
日
本
の
や
う
に
問
問
民
の
凶
際
的
地

位
の
倫
は
低
L
ご
す
べ
き
蕗
に
て
は
も
飲
酒
仁
劃
し
て
城
践
的
制
限
を
加
へ
之
が
泊
費
を
他

ω机
叫
ん
菩
有
盆
な
る

消
費
に
代
ら

L
む
る
の
工
夫
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
涼
飲
料
的
消
袋
採
納
は
貨
に
闘
民
の
飲
酒
を
幾
分
な

り
ご
も
此
植
の
無
害
有
盆
な
る
消
提
に
糟
換
せ
し
む
る
所
以
で
、
岡
策
上
、
大
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
に

局
す
る
o

然
る
に
之
に
課
税
し

t
折
角
の
此
樽
換
を
防
止
す
る
の
は
不
都
合
な

h
z
Lな
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
公
M
T
課
税
上
枇
曾
政
策
上
1

|
清
涼
飲
料
税
仁
も
、
消
費
税
共
通
の
弱
貼
た
る
・
此
が
人
的
給
付
能
力

ω

大
小
に
膳
じ
た
課
税
た
り
得
ぬ

t
v
ム
ニ
ご
の
外
、
特
ド
前
記
、
保
健
上
の
弱
貼
に
於

τhl
ふ
た
や
う
に
、
清
涼

飲
料
が
天
然
水
の
不
良
な
る
揚
令
の
救
済
ご

Lτ
‘
特
に
又
一
の
業
品
ご
し
て
用
ゐ
ら
る
、
場
合
の
如
吉
、
之
じ

劃
す
る
の
課
税
に
於
て
、
能
力
に
感
じ
た
課
税
ご
し
て
は
不
通
蛍
ご

ν
ふ
べ
き
も
の
が
あ
ち
、

や
が
て
其
が
枇
曾

攻
策
に
も
合
し
な
い
E
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
一
つ
此
税
の
遺
憾
な
こ
己
は
、
酒
は
主
正
し

τは
男
子
の

飲
物
で
あ
っ
て
、

之
が
課
税
は
大
健
、
能
カ
の
強
き
者
を
課
税
す
る
4

E
に
な
る
の
だ
が
、
清
涼
飲
料
が
之
に
反

し
て
、
飽
カ
の
乏
し
き
婦
人
子
供
の
飲
物
ピ
ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
吉
一
四
)
。
共
は
大
し
た
こ

Z
で
は
な
い
。
婦
人

Stn1tz， ebenda 20) 



小
供
が
能
力
乏
し
ご
し
て
も
、
共
等
の
者
山
飲
料
代
は
結
局
、
大
む
ね
能
力
ゐ
る
男
子
か
ら
梯
は
れ
る
こ
ご
に
な

ら
う
か
ら
・
終
局
に
て
は
之
を
課
税
し
て
も
差
支
な
い
一
』
ど
で
は
ゐ
る
け
れ

Y
一
も
、
少
〈
ご
も
形
式
上
じ
は
其
彪

に
一
の
不
会
卒
ご
い
ふ
も

ωが
存
す
る
。

(
註
一
回
)

M
L
 

此
供
料
が
主
と
し
τ
'
K
、
子
供
山
飲
料
だ
と
い

PTTLが
、
自
に
錨
題
山
談
合
に
て
争
は
れ
た
論
粘
山
岳
て
あ
ワ
た
と
い
ふ
こ
i
p
一だ
ω

尤
も
之
に
劃
し
て
、
ス
ト
ル
フ
ツ
は
、
摘
水
が
特
に
成
年
男
子
山
飲
料
〆
あ
っ
て
、
北
札
だ
け
に
て
は
、
拙
刷
L
A
拾
が
人
以
柏
的
泊
拡
ど
な
い
と
パ
ー

内
福

ふ
事
刷
、
前
萌
L
川
、
小
川
出
品
料
山
肺
似
の
一
部
を
支
持
寸
と
V

A

O

)
 

に
財
政
牧
入
上

l
l此
枕
に
は
徴
欣
費
が
め
ま
ち
に
も
多
〈
が
、
上
主
主
、
欣
入
が
削
人
口
仁
少
い
(
さ
と
。

(
 

成
枝
、
此
枕
自
身
内
政
入
は
少
い
り
れ
ど
も
、
併
L
問
伎
に
酒
枇
枚
入
を
保
持
す
る
司
』
ご
が
相
官
に
大

νの
で
ゐ

ら
う
。
け
れ
ど
も
叉
、
一
克
来
は
其
酒
に
つ
い
て
は
之
が
消
費
の
減

ι随
っ
て
其
税
牧
入
の
減
ず
る
ほ
ど
に
な
る
二

Z
が
、
保
健
上
風
説
上
有
盆
で
ゐ
っ
て
、
其
等
の
重
大
利
盆
は
優
に
、
枚
入
上
川
り
帥
腕
貼
を
補
ふ
て
依
り
ゐ
り
ど
も

い
は
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
酒
税
枚
入

ω
保
維
ご
い
ふ
こ
ご
は
大
し
て
重
き
を
成
す
に
足
ら
な
い
。
又
若
し

此
牧
入
上
か
ら
代
用
品
消
費

ω防
止
を
労
め
る
己
い
ふ
な
ら
ば
、
何
が
放
に
、
比
酒
税
に
於
げ
る
清
涼
飲
料
ば
か

h
で
な
〈
て
、
織
物
税
に
於
け
る
英
大
小
・
砂
糖
枕
に
於
り
る
飴
を
も
課
す
る
こ
ご
に
し
な
い
か
o

莫
大
小
、
飴

に
は
清
涼
飲
料
以
上
じ
も
之
を
出
羽
恕
す
る
の
理
由
は
な
き
筈
で
あ
る
。
飴
に
は
一
部
、
薬
品
正
し

τ用
ゐ
ら
晶
、

ご
い
ふ
こ
正
が
あ
る
古
い
ふ
が
、
清
涼
飲
料
に
も
脅
し
〈
山
県
ご
し

τ用
ゐ
ら
る
、
こ
ご
が
あ
b
、
そ
し
て
飴
の
本

言市

襲

請
E

川
叩
依
料
融
論

第
二

l
九
谷

一
六
七

j/> 

掠
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論

叢

第

秘

荷
蹴
飲
料
結
論

"-ノ、

J丸

第
二
十
九
巷

品
(
飴
を
代
用
品
ご
し
て
其
の
本
H

聞
)
た
る
砂
糖
は
有
害
物
で
な
〈
し
て
む
し
ろ
棒
養
材
料
で
あ
h
、
清
流
飲
料
の

本
品
た
る
泊
は
む
し
ろ
有
害
物
で
ゐ
る
ご
す
る
ご
.
其
の
有
害
物
た
ら
さ
る
砂
糖
か
ら
脅
し
〈
有
害
物
た
ら
す
、

む
L
ろ
薬
品
£
な
る
こ
己
ゐ
る
飴
に
移
る
の
を
防
止
し
な
い
で
泣
き
つ
、
、
有
害
物
た
£
酒
か
ら
無
害
物
に
し
て

時
仁
柴
己
な
る
椅
・
み
飲
料
に
移
る
の
を
防
止
す
る
の
は
解
す
る
に
呂
L
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

住
す-
"訓五

ヲ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
腕
水
且
民
加
工
品
白
碓
池
、
比
大
佐
る
徴
牧
却
に
品
川

c
、
唯
だ
と
伊
川
畑
占
へ
心
地
政
に
よ
り
て
ハ
り
か
報
ゐ

h
b
ふ仙

{
由
工
川
、

前
誌
荒
事
問

ほ
経
済
上

l
l比
枕
仁
は
、
之
が
謀
枕
上
の
面
倒
厄
介
が
常
業
者
的
経
泌
を
駆
迫
す
る
ご
い
ふ

-Eが
ゐ
る

へ
諒
一
七
)
O

英
は
何
税
に
も
免
れ
な
い
-
』
ご

t
忍
ぶ
ぺ

L
E
も
い
ー
は
れ
る
が
、
併
L
其
も
一
一
ω↑
依
駄
で
は
ゐ
り
、

し
て
別
に
生
十
る
此
枕
の
利
益
が
ゐ
ま
り
大
〈
な
い
己
き
に
は
・
此
銚
紡
も
亦
た
、
此
枕
の
存
立
を
再
定
す
る
有

カ
な
る
材
料
ピ
は
hu
る。

(
陸
-
七
)

プ
ロ
イ
ヤ
ー
は
、
之
に
つ
き
、
製
池
場
に
於
け
る
自
助
的
測
定
時
山
側
刊
が
異
組
笹
を
帥
げ
且
つ
悶
雌
と
す
る
。
制
叫
肌
山
家
に
於
け
る
中

世
地
務
、
岐
維

A
S時
節
昔
、
凡
「
て
金
量
制
枕
庇
廿
が
厄
介
と
提
川
と
を
生
亡
、
此
が
此
粧
の
小
牧
入
に
訴
し
正
し
き
胤
叫
に
立
た

f
る
も
の

だ
と
侃
し
、
グ
品
ン
セ
シ
に
依
る
と
、
米
闘
の
一
九
一
二
年
法
に
て
之
が
雌
止
さ
れ
た
の
は
、
其
行
政
ょ
の
困
難
と
共
に
、
泊
品
川
者
止
一
向
人
へ
白

厄
介
と

γ
ふ
叫
山
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
叫

へ
課
税
技
術
上
ー
ー
に
は
清
涼
飲
料
の
製
造
が
例
之
官
官
摘
の
や
う
じ
集
中
し
て
居
れ
ば
使
刺
で
ゐ
る
り
れ
ど

307_ 
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も
、
我
闘
に
於
げ
る
其
の
や
う
に
頗
る
分
散
し

τ小
規
模
に
て
行
は
る
、
蕗
に

τは
(
詰
一
三
、
可
な
り
取
締
上
の

面
倒
の
多
い
ご
い
ふ
ニ
Z
を
免
れ
な
い
。
此
も
此
税
の
一
の
快
鮎
ご
す
る
(
詰
一
九
)
O

倫
叉
、

之
が
会
卒
課
税
土
器
一

ま
し
き
物
櫨
の
匝
別
の
出
来
惑
い
こ
さ
も
一
の
侠
貼
ご
い
へ
ば
い
へ
る
(
註
ニ
O
)

昭
恥
ご
年
出
に
之
が
製
法
場
二
千
六
百
五
寸
占
れ
に
よ
ぼ
る
醐

(
肱
一
八
]

(
位
-
九
)

グ
エ
シ
セ
ン
は
、
此
柑
に
謝
す
る
主
た
る
反
劃
は
共
有
政
ょ
の
困
難
だ
と
い
ふ
。
そ
れ
か
ら
プ
ロ
イ
ヤ
ー
が
、
調
謹
周
目
如
〈
人
工
白

拍
荷
依
判
の
製
誌
が
小
結
慢
の
沖
山
の
も
口
か
、
り
行
は
る
る
血
ど
は
、
消
費
柏
市
代
り
に
租
時
的
川
抽
出
内
採
川
が
抽
ん

r
eふ
く
か
ら
F
と
い
ふ

k
e
、
町
申
書
般
の
小
組
俸
の
存
在
と
い
ふ
こ
と
は
、
貨
は
描
尚
掠
用
に
不
適
官
官
ぽ
恥
り
亡
は
な
〈
、
泊
目
地

E
L
r
行
ふ
に
も
不
泊
叩
な
り

r

、，
B
叫

a否
(
健
二

O
)

プ
ロ
イ
ヤ
1
日
、
郵
川
の
天
紘
鍋
本
の
本
来
希
望
す
べ
き
克
枕
位
行
は
れ
な
か
っ
た
。
何
ぜ
と
な
れ
ば
凡
べ
て
の
事
怖
の
下
に
掛
拾
す

nv 

べ
き
食
卓
川
山
本
、
と
の
分
別
が
可
拙
て
な
か
ワ
た
か
ら
・
と
い
ふ
て
居
る
。

第

段

清
涼
飲
料
税
の
課
税
方
法

次
ぎ
に
之
が
課
税
方
法
を
考
ふ
る
に
、

清
涼
飲
料
枕
の
本
質
M
A
長
短
は
上
の
如
し
ご
し
て
、

一
謀
税
権
者
|
|
は
通
例
、
国
家
で
あ
る
が
、
之
を
地
方
仁
許
す
例
は
ゐ
る
(
計
三
三

其
は
仰
と
唱
と
で
あ
る
@
仙
闘
に
て
は
、
鍋
泉
泌
自
存
す
る
市
町
村
は
、
闘
枕
に
封
し
て
一
サ
ン
ナ
1

ム
の
附
加
抽
を
課
す
る
こ
と
を

許
さ
れ
、
槙
闘
に
て
は
、
市
町
村
に
、
背
謀
本
、
，
そ
ナ
1
4
7
毎
に
つ
量
五
年
よ
"
長
か
ら
ぎ
る
期
間
に
て
一
定
最
高
限
内
に
掛
粧
す
る
措
能
を

部

奥
へ
た
。

『
註
ニ
-
)

論

諦
酷
飲
料
税
論

第
二
十
九
巷

一
大
丸

議

第

凱
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論

北
旧
掠
飲
料
枇
諭

茸，

蹴

l1!l 

設

第
二
十
九
谷

七

O 

二
課
税
物
件

l
l
E
T何
を
選
む
か
。

(
 )
 

A
鶏
ロ
m
t
否
ご
の
別

1
1清
涼
飲
料
中
に
で
も
、
本
来
課
税
し
て
良
い
の
は
食
卓
用
の
に
限
る
べ
〈
、
鶏
用
の

(
 

は
む
し
ろ
之
を
免
税
す
べ
き
も
の
で
ゐ
る
詑
ニ
一
一
)
O

併
し
課
税
技
術
上
之
を
磁
別
す
る
の
は
六
っ
か

L
い
こ

z
u

前
に
も
い
ふ
過
ち
で
あ
る
。
随
ふ

τ質
際
に
は
凡
べ
て
の
其
に
課
す
る
こ
ぜ
に
な
る
。
但
し
猫
的
峡
凶
に
て
専
貰

制

ω下
に
州
出
同
川
を
兎
ず
る
例
は
あ
る
(
計
一
一
二
一
)
O

プ
削
イ
キ

1
口
、
鏑
ホ
の
租
柑
負
強
に
て
は
、
高
品
怖
に
第
一
位
に
、
軍
に
前
暗
に
川
立
つ
食
卓
川
水
に
計
到
せ
ら
札
る
。
そ
し
て
H

関
川

)
 

ー
と
さ
れ
る
北
を
克
枕
す
る
と
と
が
趨
宮
古
止
処
ナ
叩

(
註
ニ

5

(
位
二
三
)

罰
的
損
闘
に
て
は
、
尊
民
制
下
に
、
治
掛
川
及
歓
川
田
錦
品
に
直
接
に
鏑
泉
に
て
闇
ヲ
て
温
泉
場
に
て
佐
川
せ
ら
る
る
も
由
は
兎
柑
せ

ら
れ
る
。
斑
に
病
院
及
疾
病
金
時
(
我
闘
の
他
煤
保
険
)
に
は
一
定
限
刊
の
下
に
、
民
税
が
興
へ
ら
る
る

Jm

B
天
然
的
の
も
の
ご
人
工
的
の
も

ωご
の
別
1
1
此
は
課
税
上
回
別
す
る
に
及
ば
ぬ
o

制
割
等
に
扱
ウ
て
可
で
あ

る
ο

但
し
鉱
泉
地
に
て
直
接
飲
用
す
る
の
は
免
じ
て
可
な

h
で
ゐ
る
。

日
い
上
等
物
Z
下
等
物
ご
の
別
|

l
此
は
例
之
、
リ
ノ
岳
ナ

1
J
7
に
て
玉
ラ
ム
ネ
ご
い
』
も
の
、
如
き
下
等
品
は
、

結
局
、
下
H

府
民
の
飲
用
す
る
も
の
ご
し
て
、
恰
も
砂
糖
に
於
り
る
県
砂
粧
の
や
う
に
軽
謀
す
る
を
歪
掛
田
正
は
す
る

り
れ
ど
も
、
此
ご

τ無
税
正
す
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
上
等
品
の
み
に
課
税
し
て
は
特
に
牧
入
上
不
得
策
で
あ
る
o

小
山
援
詰
物
ご
檎
詰
物
ご
の
別

1
|此
は
課
税
程
度
に

τは
匝
別
す
べ
き
で
な
に
む
し
ろ
課
税
棋
準
の
漣
み
方
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じ
て
考
慮
す
ぺ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
勿
論
一
方
を
兎
じ
他
方
を
課
す
る
が
如
き
国
別
の
行
は
る
べ
き
も
の
で
な

、。
E
輸
出
向
的
物
正
内
地
消
費
用
の
物
ご
の
別
|
|
輪
出
向
の
も
の
が
特
に
苑
告
ら
る
、
の
は
一
般
に
内
問
消
史

re

、

税
ド
ド
共
通
の
事
柄
で
ゐ
つ

τ、
ν
ふ
ま
で
も
な
く
、
其
は
輸
出
奨
帥
乃
至
輸
出
進
捗
の
魚
め
に
出
つ
る
o

F
酒
粕
合
有
飲
料
車
純
な
品
川
市
賞
水
等
|
|
此
は
他
の
飲
料
枕
正
の
開
係
に
も
か
、
る
が
、
我
闘
の
如
き
に
て

は
、
百
分
一
以
上
り
酒
精
を
合
布
す
る
限
h
は
摘
精
及
活
精
合
有
飲
料
税
に
か
、
る
こ
ご
、
な
り
、
単
純
な
る
い
鳴

酒
精
的
v

呆
質
水
の
知
書
は
別
じ
課
税
古
れ
な
い
(
詑
二
四
)
O

制
地
に
て
も
、
自
然
的
な
る
又
は
噌
だ
廿
〈
さ
れ
た
る
mm費
水
は
免
ぜ
ら
れ
た
d

(
位
二
回
)

G
白
・
家
用
品
ー
ー
は
我
闘
に
て
は
兎
壱
ら
れ
花
。
其
は
此
ま
で
叩
附
す
る
ご
き
は
、
取
締
が
ゐ
ま
り
に
煩
雑
且
つ

而
倒
な
ば
か
・
り
で
な
〈
-
此
が
家
庭
的
製
造
の
簡
単
な
も
の
で
而
か
も
保
健
上
撲
む
べ
き
も
の
で
あ
る
己
い
ふ
一
』

Z
に
考
慮
し
た
の
で
ゐ
ら
'
フ
。
伺
趨
に
て
は
従
業
員
が
製
趨
場
内
に

τ飲
む
も
の
に
も
苑
じ
て
居
る
が
、
我
固
に

て
は
之
に
は
課
税
し
て
居
る
(
詰
二
一
走
。
之
に
課
す
る
ご
し
て
も
遮
肱
3
れ
易
い
も
の
で
は
ゐ
る
ま
い
か
。

(
註
二
五
)

我
幽
情
出
献
料
祉
法
第
五
保
第
一
頃
第
二
輯
に
、
拠
建
場
内
に
て
飲
川
せ
ら
れ
た
る
と
き
、
之
を
製
匙
湯
川
貯
に
移
出
さ
れ
た
る
も
の
と

且
倣
す
と
あ
っ
て
、
自
ら
接
働
者
が
場
内
に
て
飲
川
し
で
も
規
則
上
は
、
副
総
き
る
ベ
告
も
の
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

三
課
税

ω形
式
|
|
専
寅
ご
す
る
か
普
通
の
税
の
形
に

τ課
す
る
か
の
選
捧
が
問
題
芭
な
る
。
生
産
の
場
世
胞
が
集

前

抗
削
時
飲
料
税
論

五

叢

第
ニ
十
九
谷

4二

銃

規
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論

議

情
碩
依
料
問
論

プミ

第
二
十
九
毎

乞

第

披

中
し
た
蕗
に
て
は
専
高
見
守
行
ふ
に
都
合
が
良
い
け
れ
ど
も
、
然
ら
ぎ
る
蕗
に
て
は
普
通
の
枕
記
し
て
も
面
倒
を
免

れ
な
い
w

が
、
併
し
此
に
て
は
普
通
の
稔
と
す
る
の
外
な
ド
。
専
貰
を
行
ふ
た
の
は
一
九
二

O
年
記
術
的
填
凶
H
H

が
、
此
凶
は
恰
か
も
上
記
の
専
寅
正
す
る
に
過
し
た
僚
件
を
備
へ
て
居
る
(
註
二
六
)
。

(
些
エ
ハ
)
此
闘
に
て
は
司
世
非
戦
争
前
に
は
、
天
拙
鏑
泉
が
山
者
で
あ
っ
て
之
を
利
川
す
る
者
が
多

z
t職

後
に
は
、
主
掛
か
る
天
耕
鋭
泉

ポ
井
岡
山

fHr
に
岬
し
、
而
も
従
来
、
人
泣
事
業
川
崎
ん
ど
な
印
っ
た
山
ら
、
λ
b
y
d
γ

輸
入
品
に
依
る
か
、
新
設
工
坊
に
伎
の
の
丹
な
き
と

J

E
行

り
、
事
躍
が
行
は
れ
易
い
肱
惑
に
あ
っ
た
。
帽
し
天
然
繊
晶
が
若
干
、
職
後
に
も
此
闘
組
内
に
時
間
っ
て
屈
っ
て
、
其
牧
川
、
肺
償
の
煩
を
避

t
る

ぬ
め
に
、
政
府
は
従
地
泊
り
各
人
ド
之
が
私
有
を
許
し
.
出
が
成
物
K
し
て
取
引
に
現
は
る
る
物
に
先
計
科
を
取
る
こ
と
と
し
た
。
だ
h
f
b
L
C

此
刷
む
車
百
は

h

天
然
繊
県
に
づ
い
て
は
蹴
匝
劃
占
て
あ
り
、
は
描
品
に
ワ
い
て
は
完
金
調
占
て
あ
る
。
但
し
其
人
結
品
に
つ
い
て
も
、
政
府
の

叫

描
山
的
製
誌
の
拙
利
が
貨
は
一
目
曾
祉
に
簡
負
は
苫
れ
て
居
る
a

四
納
枇
義
務
者
!
ー
は
多
〈
の
闘
に
て
生
産
者
正
し
て
居
る
が
(
註
ニ
卒
、
併
し
之
を
引
取
税
ぜ
し

τ引
取
人
に
課

す
る
ご

L
て
も
良
い
。

我
闘
は
然
り
、
仰
闘
に
て
も
製
匙
者
に
蹴
し
、
米
闘
も
原
則
と
し
て
生
産
省
に
践
し
た
。
燭
逸
に
て
も
製
誌
又
は
充
填
徒
、
取
引
に
謝

。

ら
す
者
(
又
は
外
幽
よ
り
輸
入
し
た
者
)
に
義
務
あ
り
と

L
た吋

(
健
二
七
)

五
線
税
標
準
及
税
率

A
原
料
枇
か
製
品
枕
か
1
1
1
天
然
産
の
飲
料
に
あ
h
て
は
、
共
産
物
自
鰻
に
依
る
の
外
な
い
り
れ
ど
も
‘
人
工

的
の
も
の
に
ゐ
b
て
は
、
原
料
枕
Z
す
る
こ

εも
出
来
れ
ば
製
品
枕
己
す
る
こ
ま
も
出
来
る
。
我
岡
仁

τは
原
料

税
製
品
枕
を
並
用
し
て
居
る
が
、
北
(
は
猫
逸
で
も
同
じ
で
あ
る
か
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引
，
従
量
税
か
従
調
税
か

l
l此
税
は
原
料
又
は
産
物
の
分
量

ω大
小
に
肱

ιて
課
税
す
る

4

5
も
出
来
る
し
、

産
物
凶
痕
絡
に
感
じ
て
課
税
す
る
こ
己
も
出
来
る
。
級
者
は
恐
ら
(
単
な
る
従
債
比
例
税
ご
も
な
ら
う
し
、
或
は

品
質
に
よ
り
等
差
を
つ
け
た
従
樹
比
例
ピ
す
る
こ
さ
も
出
来
る
。
前
者
は
車
純
な
る
従
量
比
例
芭
も
な

h
、
品
質

に
よ
ち
階
級
を
つ
け
た
従
量
比
例
ご
す
る
こ

Z
も
出
来
る
o
質
例
は
民
々
で
ゐ
る
(
竺
で
八
)
。

(
註
二
八
)

り
北
聞
は
品
質
に
よ
り
段
階
を
つ
け
た
従
批
比
例
枕
ピ
、
王
ラ
ム
ホ
場
前
山
も
白
一
石
に
つ
き
じ
側
、
持
他
の
眼
前
の
も
の
同
十
周
-
P」

(
 

な
る
。

勺
泊
地
も
日
本
と
問
主
法
走
取
る
。
其
市
初
法
に
亡
ほ
柏
市
中
は
、
定
恭
且
人

E
の
州
北
に

J
P
l
タ
l
h祉
に
五
布
、

1
モ
ナ
ヂ
轄
に
何
十
布
、

抗
日
帰
な
る
人
工

9
2
F同
一
崎
真
其
拠
地
一
品
川
村
同
ニ
ー
ヤ
一
恥
克
で
あ
る
o
尤
も
此
が
一
丸
三
年
に
借
・
と
さ
れ

L
V

。

)

u

 

s
テ
エ
ッ
コ
ス
ロ
グ
キ
ア
に
て
も
、
同
様
で
、
出
入
品
及
人
コ
鋪
本
は
一
リ
ー
ダ
ー
毎
に
八
へ
ラ

I
、
リ
号

7

1
ヂ
は
同
十
-
一
ヘ
ヲ
ー
と
す
る
。

4
英
幽
も
同
級
山
方
比
に
依
る
d

も
の
ど
、
天
部
繍
水
は
一
方
ロ
シ
に
つ
告
λ
片
、
廿
此
あ
る
又
位
決
酸
也
仰
の
人
工
水
は
一
ガ
ロ
ン
に
つ
き
四

f
、

め

片
、
戸

l

フ
ピ

l

ア
は
一
万
ロ
ッ
に
つ
き
二
片
と
す
る
。

日
円
怖
闘
も
岡
仁
て
、
り
モ
ナ
I
ヂ
、
ソ
ー
グ
水
母
‘
炭
酸
合
有
飲
料
は
一

p

l
タ
ー
に
ワ
き
五
サ
ン
チ
ー
ム
、
天
然
鋪
本
に
は
一
世
三
十
サ
シ
チ

(

〉

1
ム
以
下
山
卸
貰
倒
絡
の
も
の
は
一

9

1
タ
1
毎
に
五
サ
ン
チ
ー
ム
、
右
よ
り
も
高
伺
な
も
の
に
は
一

p

l
タ
l
毎
に
十
サ
ン
チ
ー
ム
差
す
る
。

向
車
同
法
は
仲
間
て
品
質
に
依
り
階
級
を
つ
け
た
従
憎
比
例
と
単
純
な
る
従
枇
比
例
と
を
併
用
し
た
@
其
後
此
が
脱
止
せ
ら
れ
、
共
後
一
部
残
つ

て
は
刷
る
と
も
い

A
べ
き
も
白
に
で
は
士
(
問
中
純
な
る
従
批
抽
出
行
は
れ
る
。
印
ち
制
法
に
て
は
天
然
鏑
本
は
一
ガ
ロ
ン
に
っ
き
二
セ
ン
ト
と
い
ふ

従
此
比
例
を
謀

L
、
設
物

rb作
っ
た
非
泊
捕
依
料
は
生
庄
者
川
比
例
由
百
分
十
五
、
背
山
判
什
ジ
シ
ジ
ヤ
エ
ー
ル
人
諮
航
水
剖
は
同
じ
{
百
分
十
、

軟
き
飲
料
は
頁
惜
山
百
分
十
と

L
た
。
一
九
一
一
一
年
に
此
が
悦
止
さ
れ
た
が
、
般
物
か
ら
作
づ
た
非
揃
桃
山
山
科
の
祉
内
み
が
残
り
、
此
が
一
九
二

六
年
出
に
て
は
‘
全
(
又
は
一
瓶
投
鞠
か
ら
作
ら
れ
百
分
。
二
分
一
よ
り
も
少
き
泊
摘
を
含
む
凡
べ
て
の
飲
料
日
一
ガ
ロ
シ
に
つ
き
十
分
一
セ
シ

論

議

じ

荷
涜
依
判
柑
論

第
二
↑
九
谷

七

第

抗
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ト
を

副1
す
る
乙

i誌
な 量五
つ削

三位〉語

七
四

ノ1‘

繭

議

第

臨

第
二
十
九
巻

六
枕
の
高
百
|
|
此
枕
の
高
吉
正
し
て
は
、
各
樋
類
に
よ

b
て
或
度

ω大
小
の
定
め
ら
る
、
は
勿
論
の
こ
Z
、
し

τ、
会
幽
胴
上
.
酒
精
飲
料
に
比
し

τ可
な
h
大
な
開
き
を
有
っ
て
低
〈
定
め
ら
る
べ
き
ニ
ご
は
、
物
の
性
質
上
、

賞
然
仁
要
求
古
れ
な
〈

τは
な
ら
な
い
(
註
-
7
1
}

。

F

国
-
一
拍
)

司

A

ト
ル
ヲ
ツ
位
之
ド
山
つ
量
、
鉱
水
山
税
抗
、
刑
拘
飲
料
mw
稀
の
高
在
和
ら
龍
山
守
亡
、
胞
に
謹
L
亡
は
な
与
な
い
と
い

s
d

高荒

さ，，-
iiflU 

以
上
要
之
、
清
涼
飲
料
税
は
其
性
質
は
一
の
泊
品
質
税
で
あ
h
大
髄
、
不
要
品
枕
で
ゐ
る
。
最
新
し
き
法
蓮
仁
一
脇

し
、
一
時
盛
ん
に
利
用
古
る
、
か
E
も
見
へ
た
が
、
む
し
ろ
A
T
E
な
b
τ
は
之
に
謝
す
る
の
執
着
が
弱
〈
な
っ
て

来
て
居
る
o

某
に
若
干
・
飽
カ
課
税
上
締
識
す
べ
き
も
の
が
あ
h
、
特
に
直
接
に
も
一
の
牧
入
正
な
h
、
間
接
仁

は
酒
税
古
い
ふ
主
要
枚
入
を
被
保
す
る
の
で
之
が
存
立
が
遊
く
べ
か
ら
古
る
が
如
〈
で
も
あ
る
が
、
他
面
、
其
保

健
上
風
致
上
等
に
及
ぼ
す
重
大
な
る
弊
害
を
顧
み
、
並
に
其
他
の
見
地
を
も
併
せ
考
へ
て
は
利
よ
h
J
は
弊
的
方
が

一
居
大
〈
は
な
い
h
r
E
考
へ
ら
る
、
。
若
し
夫
れ
之
が
保
税
方
法
Z
し
て
は
、
此
に
は
地
方
税
の
例
も
あ
h
専
賓

の
例
も
ゐ
b
、
原
料
課
税
正
共
に
製
品
課
税
も
行
は
れ
て
居
h
、
従
量
課
税
て
共
仁
従
伺
課
税
も
行
は
れ

τ
居

る
。
併
し
何
れ
に
し
て
も
、
立
h
h
τ

課
す
る
正
し
て
の
枕
の
高
さ
は
、
酒
精
飲
料
に
比
し
て
惑
か
に
々
々
低
〈
定
め

な
〈
て
は
な
ら
凶
も
の
に
属
す
る
。
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